
大和都市計画地区計画の変更（生駒市決定） 
 
   都市計画生駒市学研奈良登美ヶ丘駅前地区地区計画を次のように変 
 
更する。  

 
     名     称 

 
  生駒市学研奈良登美ヶ丘駅前地区地区計画 

 
     位     置 

 
  生駒市鹿畑町の一部 

 
     面     積 

 
  約２０．２ｈａ 

 
区 

 
域 

 
の 

 
整 

 
備 

 

・ 

 

開 

 

発 

 

及 

 
び 

 
保 

 
全 

 
に 

 
関 

 
す 

 
る 

 
方 

 
針 

  地区計画の目標    本地区は、大阪近郊の良好な住宅地として発展してきた本市の北東部ゾーンにあり、近鉄奈良 
 線の混雑緩和と北東部ゾーンの人口増加に伴う鉄道輸送力の増強を図るため建設されたけいはん 

な線学研奈良登美ヶ丘駅を中心に本市及び隣接する奈良市の区域において、道路、公園等の公共 

施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理事業による面的整備が行われる 

地区である。また、関西文化学術研究都市の区域として位置づけられており、本市都市計画マス 

タープランに基づき、ゆとりある空間のある、商業・業務・住宅などの多様な機能を備え、周辺 

環境と調和した土地の有効・高度利用を図っていく地区である。 
   このため、地区計画を策定し、快適で利便性の高い交通網を始めとする都市基盤の充実やさま 
 ざまな都市施設の整備、合理的・機能的な土地利用の推進のため、建築物等の規制、誘導を積極 
 的に行うものとする。 

  土地利用の方針    土地区画整理事業の土地利用計画を基本としつつ、地区を細区分して地区の特性に応じた土地 
 利用を積極的に推進し、良好な街並みを形成する。 

  本地区は、主として奈良市区域と連続性のある商業・業務地区を基本としつつ、多様な世代間 
 交流が可能となるような複合施設を周辺住環境と調和させながら配置する。また、本地区の外周 
 部には緑地を確保し、周辺市街地との調和を図る。 
 

  地区施設の整備方針  地区内の都市計画道路を除く区画街路、公園、緑地等の公共公益施設については、その機能が損 
 なわれないよう維持・保全を図る。 

  建築物等の整備方針  １駅前商業・業務地区Ａ 
   地区の核として、商業その他業務施設等の誘導を図り、賑わい、交流の拠点として、周辺地域 
 の土地利用と整合性を図りつつ良好な街並み形成のため、建築物の用途の制限、建築物の容積率 
 の最高限度、建築物の壁面の位置の制限を行う。 
 
 ２ 駅前商業・業務地区Ｂ 
   地区の核として、商業その他業務施設等の誘導を図り、賑わい、交流の拠点として、周辺地域 
 の土地利用と整合性を図りつつ良好な街並み形成のため、建築物の用途の制限、建築物の容積率 

の最高限度の制限を行う。 

 

３ 近隣施設地区Ａ 

商業・業務施設、その他周辺住民等の利便施設等の誘導を図り、賑わい交流の拠点として、周

辺地域の土地利用に配慮した良好な街並みを形成するため、建築物の用途の制限、建築物の壁面

の位置の制限、かき又はさくの構造の制限を行う。 

 
４ 近隣施設地区Ｂ 

周辺住民等の利便性を考慮した商業その他業務施設及び中高層住宅の誘導を図り、住・商共存

の賑わい交流の拠点として、周辺地域の土地利用に配慮した良好な街並みを形成するため、建築

物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の壁面の位置の制限、建築物等の高さの

最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限、かき又はさくの構造の制限を行う。 

 
 ５ 沿道サービス地区 
   隣接の駅前商業業務地区との整合を図るものとし、また、周辺の住環境に配慮しつつ、地区住 
 民の利便施設及び沿道施設の誘導を図るため、建築物の用途の制限を行う。 
 
 ６ 公共公益施設地区 
   公共公益施設については、その機能が損なわれないように維持・保全を図る。 

 

当初決定年月日 平成 17 年 2 月 25 日 
 
最終変更年月日 平成 21 年 12 月 4 日 












